
高梁税務署からのお知らせ
■問い合わせ　高梁税務署（��２５４６）  　　　　　     

平成２０年（2008）１月〈１２〉

税の申告準備はお早めに

●確定申告期限

高梁税務署は、閉庁日（土・日曜日、祝日）の相談および窓口での申告書の受け付けは行っていませ

ん。

最高5,000円の税額控除！

申告書の作成・提出は電子申告納税システム「 e ‐ Tax 」で！
イー タックス

　税務署では、「e�Tax

（国税電子申告・納税シス

テム）」の利用を推進して

います。

　「e�Tax」を利用するこ

とで、確定申告等の国税に

関する各種手続きをイン

ターネットで行うことが

できます。また、「e�Tax」

には、さまざまな利点があ

ります。ぜひ、「e�Tax」

をご利用ください。

＜電子申告納税システム「e�Tax」を利用した際の主な利点＞

　○本人の電子署名および電子証明書を添付して所得税の確定申告を「e�Tax」で行うと、所得税

　　額から最高５,０００円（その年分の所得税額を限度とする）の控除を受けることができます。

　　（平成１９年分または平成２０年分のいずれか１回）

　○平成１９年分以降の所得税の電子申告については、医療費の領収書や給与所得の源泉徴収票等　

　　の一定の第三者作成書類を省略できます。（内容をシステムに直接入力して送信するため）

※詳しくは、国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp/）をご覧ください。

期　　限税　　目

３月１７日�まで所得税

３月３１日�まで消費税・地方消費税（個人事業者）

３月１７日�まで贈与税

※還付申告の人は、２月17日�以前でも申告書を提出
　することができます。

【口座振替日】

所　得　税   …………４月22日�

消費税・地方消費税（個人事業者）

　  ……………………４月24日�

便利な口座振替を
ご利用ください

できます。�で� 検　索�
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保 険 料 率
　平成２０・２１年度の保険料率は【表１】のとおりです。
　保険料は、被保険者ごとに算定・賦課し、被保険者全員が負担する「均等
割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」との合計額になります。
　保険料率は、原則として県内均一で、岡山県後期高齢者医療広域連合が決
定し、２年ごとに見直されます。

保険料の軽減等
　所得の低い世帯の被保険者については、世帯主およびその世帯の被保険者の総所
得金額等の合算額に応じて、【表２】のとおり均等割額が軽減されます。
　また、「後期高齢者医療制度」に加入する前日まで、被用者保険の被扶養者であった
人は、これまで保険料の負担がなかったことから、激変緩和のため２年間は所得割額
が賦課されず、均等割額は５割軽減されます。なお、平成２０年度は特例措置として、保
険料は９月まで徴収されず、その後の半年間は均等割額が９割軽減されます。
　このほか、災害などで重大な損害を受けたときや、特別な事情で生活が著しく困窮
し保険料を納めることが困難な場合、広域連合に申請することで保険料が減免される
場合があります。

均等割額…被保険者一人あたりの年額
所得割額…被保険者の総所得金額等から
　　　　　 基礎控除（３３万円）を差し引いた
　　　　　 金額に所得割率を乗じて算出
※賦課限度額（年間）…５０万円

４３,５００円均 等 割 額

７.８９％所 得 割 率

【表１】保険料率

　被保険者それぞれの保険料額

は、平成20年４月以降に送付す

る保険料決定通知書でお知らせ

します。

　保険料は原則として年金からの

特別徴収（天引き）となります。た

だし、年金受給額が年額18万円

未満の場合や、介護保険料と後期

高齢者医療保険料の合算額が、

年金受給額の２分の１を超える

場合は普通徴収（納付書や口座

振替による納付）となります。

■問い合わせ　岡山県高齢者医療広域連合（�０８６－２４５－００９０）、保険課健康保険係（��０２５８）

【表２】均等割額の軽減基準

※６５歳以上の人の公的年金等に係る所得については、その所得の金額から特別控除の１５万円
を差し引いた額を総所得金額等として判定します。

※世帯主が被保険者ではない場合でも、その世帯主の所得は、軽減の判定の対象となります。

軽減後の額
世帯主およびその世帯の被保険者の 
総所得金額等の合算額

軽減割合

１３,０００円総所得金額等が、３３万円以下の世帯７割軽減

２１,７００円
総所得金額等が、３３万円＋［２４万５千円×世
帯に属する被保険者数（被保険者である世
帯主は除く）］以下の世帯

５割軽減

３４,８００円
総所得金額等が、３３万円＋（３５万円×世帯
に属する被保険者数）以下の世帯

２割軽減

【表３】保険料の計算例

軽減
割合

所得割額 
 ②

均等割額
①

年間保険料額 
①＋②※１００円未満切り捨て

世　　帯　　例

7割
軽減

０円１３,０５０円１３,０００円
75歳以上１人暮らし 
年金収入79万円の場合

2割
軽減

３７,８７２円３４,８００円７２,６００円夫の保険料７５歳以上夫婦２人世帯 
夫…年金収入２０１万円 
妻…年金収入 ７９万円 ０円３４,８００円３４,８００円妻の保険料

軽減
無し

０円４３,５００円４３,５００円夫の保険料
７５歳以上の夫婦および７５歳
未満の子３人世帯 
夫…………年金収入１３０万円 
妻…………年金収入 ７２万円 
子（世帯主）…事業所得２４０万円

０円４３,５００円４３,５００円妻の保険料


